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六
千
百
円
」
に
、
「
十
七
万
五
千
二
百
円
」
を
「
十
八
万
八
百
円
」

に
改
め
、
同
表
死
体
の
処
理
の
項
中
「
三
千
五
百
円
」
を
「
三
千
六

百
円
」
に
、
「
五
千
五
百
円
」
を
「
五
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表

災
害
に
よ
つ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木
等
で

日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
障
害

物
」
と
い
う
。
）
の
除
去
の
項
中
「
十
三
万
八
千
七
百
円
」
を
「
十

四
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

正
　
　
　
誤

○
令
和
六
年
九
月
三
十
日
付
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
七
号

十
六
ペ
ー
ジ
上
段
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

目

次

表
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
の
項

中
「
千
二
百
三
十
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
表
被
服
、

寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与
の
項
中
「
一
九
、
二
〇

〇
円
」
を
「
一
九
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
三
一
、
八
〇
〇
円
」
を

「
三
二
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
四

〇
〇
円
」
に
、
「
四
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
二
、
四
〇
〇
円
」
に
、

「
三
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
七
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
五
七
、
二

〇
〇
円
」
を
「
五
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
三
、
六
〇
〇
円
」
を

「
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
六
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
六
九
、
〇

〇
〇
円
」
に
、
「
五
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
八
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
八
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
八
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一

二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
、
五
〇
〇
円
」

に
、
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、

四
〇
〇
円
」
を
「
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
〇
円
」
を

「
一
三
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
〇

〇
〇
円
」
に
、
「
一
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、
四
〇
〇
円
」
に
、

「
一
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
三

〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
九
、
四
〇
〇
円
」
を

「
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
九
、
〇

〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
、
八
〇
〇
円
」
に
、

「
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
三
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
被
災
し

た
住
宅
の
応
急
修
理
の
項
中
「
五
万
円
」
を
「
五
万
一
千
五
百
円
」

に
、
「
七
十
万
六
千
円
」
を
「
七
十
一
万
七
千
円
」
に
、
「
三
十
四

万
三
千
円
」
を
「
三
十
四
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
学
用
品
の
給

与
の
項
中
「
四
千
八
百
円
」
を
「
五
千
二
百
円
」
に
、
「
五
千
百

円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
、
「
五
千
六
百
円
」
を
「
六
千
円
」
に

改
め
、
同
表
埋
葬
の
項
中
「
二
十
一
万
九
千
百
円
」
を
「
二
十
二
万

規
　
　
　
則

○
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
合
防
災
部
防
災
管
理
課
）…	
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正
　
　
　
誤

○
令
和
六
年
九
月
三
十
日
付
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十

　
七
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	
一

規
　
　
　
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
七
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
の
項
中
「
仮
設
小

屋
を
設
置
し
、
天
幕
を
設
営
し
」
を
「
移
動
可
能
な
施
設
、
車
両
等

を
設
置
し
」
に
、
「
三
百
四
十
円
」
を
「
三
百
五
十
円
」
に
、
「
六

百
七
十
七
万
五
千
円
」
を
「
六
百
八
十
八
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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